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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオ信号及び１以上のオーディオ信号を表すオーディオ及びビデオデータストリーム
をオーサリングする方法であって、
　前記ビデオ信号は、２４ｐフォーマットで示されるプログレッシブフォーマット及び２
４Ｈｚのビデオフレーム周波数を有し、
　前記オーディオ信号は、オリジナルのオーディオ速度で示される前記ビデオ信号の速度
と同期した速度を有し、
　当該オーサリング方法は、
　２４ｐのフォーマットでビデオデータをエンコードするステップ、６０Ｈｚ又は５９．
９４Ｈｚのフィールド周波数での再生を容易にするために３－２のプルダウンデータアイ
テムを付加するステップ、及び前記オリジナルのオーディオ速度に従ってオーディオデー
タをエンコードするステップを含み、
　５０ｉのフォーマットで示される４８Ｈｚと５０Ｈｚとの間のレンジにある平均のフィ
ールド周波数との前記オーディオ及びビデオ信号の同期した表示を達成するため、ビデオ
フィールド又はフレームの繰り返し及びオーディオフレームのコマ落ちを、デコードされ
たビデオ及びオーディオ信号の表示ユニットで容易にするため、前記オーディオ及びビデ
オデータストリームにおけるビデオ及びオーディオのシーンを自動的に判定し、前記５０
ｉのフォーマットで必要とされるビデオ及びオーディオの表示の同期に関する異なるタイ
プの前記ビデオ及びオーディオのシーンを自動的にカテゴリ化し、オーディオフレームの
コマ落ち又はビデオフィールドの繰り返しのそれぞれが生じない重大なビデオ及びオーデ
ィオのシーンを判定するステップと、
　前記シーンのそれぞれ１つについて、オーディオフレームのコマ落ち及び／又はビデオ
フィールドの繰り返しのそれぞれの最大の数を計算するステップと、
　重要ではないシーンについて、オーディオフレームコマ落ち及び／又はビデオフィール
ドの繰り返しの対応する分布を計算し、隣接する重要ではないシーンにおいて対応する数
のオーディオフレームのコマ落ち及び／又はビデオフィールドの繰り返しにより、現在の
重要なシーンにより導入されたビデオ／オーディオの遅延を補償することができるかを計
算し、補償することができる場合、重要ではないシーンについて対応する数のビデオ繰り
返し情報アイテム及び対応する数のオーディオコマ落ち情報アイテムを供給し、前記ビデ
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オ繰り返し情報アイテム及び前記オーディオコマ落ち情報アイテムは前記５０ｉのフォー
マットの更なるデータアイテムの一部を形成し、補償することができない場合、前記５０
ｉのフォーマットの更なるデータアイテムの他の部分を形成するように、前記現在の重要
なシーンについてオーディオデータ又はビデオデータを前記５０ｉのフォーマットで再び
エンコードするステップと、
　前記５０ｉのフォーマットの更なるデータアイテムを、前記オーディオ及びビデオデー
タストリーム又は前記オーディオ／ビデオデータストリームのコピーのデータフィールド
に組み込むステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　ビデオ信号及び１以上のオーディオ信号を表すオーディオ及びビデオデータストリーム
をオーサリングする装置であって、
　前記ビデオ信号は、２４ｐフォーマットで示されるプログレッシブフォーマット及び２
４Ｈｚのビデオフレーム周波数を有し、
　前記オーディオ信号は、オリジナルのオーディオ速度で示される前記ビデオ信号の速度
と同期した速度を有し、
　当該オーサリング装置は、
　２４ｐのフォーマットでビデオデータをエンコードし、６０Ｈｚ又は５９．９４Ｈｚの
フィールド周波数での再生を容易にするために３－２のプルダウンデータアイテムを付加
し、前記オリジナルのオーディオ速度に従ってオーディオデータをエンコードする手段を
有し、
　５０ｉのフォーマットで示される４８Ｈｚと５０Ｈｚとの間のレンジにある平均のフィ
ールド周波数との前記オーディオ及びビデオ信号の同期した表示を達成するため、ビデオ
フィールド又はフレームの繰り返し及びオーディオフレームのコマ落ちを、デコードされ
たビデオ及びオーディオ信号の表示ユニットで容易にするため、前記オーディオ及びビデ
オデータストリームにおけるビデオ及びオーディオのシーンを自動的に判定し、前記５０
ｉのフォーマットで必要とされるビデオ及びオーディオの表示の同期に関する異なるタイ
プの前記ビデオ及びオーディオのシーンを自動的にカテゴリ化し、オーディオフレームの
コマ落ち又はビデオフィールドの繰り返しのそれぞれが生じない重大なビデオ及びオーデ
ィオのシーンを判定する手段と、
　前記手段は、
　前記シーンのそれぞれ１つについて、オーディオフレームのコマ落ち及び／又はビデオ
フィールドの繰り返しのそれぞれの最大の数を計算し、
　重要ではないシーンについて、オーディオフレームのコマ落ち及び／又はビデオフィー
ルドの繰り返しの対応する分布を計算し、
　隣接する重要ではないシーンにおいて対応する数のオーディオフレームのコマ落ち及び
／又はビデオフィールドの繰り返しにより、現在の重要なシーンにより導入されたビデオ
／オーディオの遅延を補償することができるかを計算し、
　補償することができる場合、重要ではないシーンについて対応する数のビデオ繰り返し
情報アイテム及び対応する数のオーディオコマ落ち情報アイテムを供給し、前記ビデオ繰
り返し情報アイテム及び前記オーディオコマ落ち情報アイテムは前記５０ｉのフォーマッ
トの更なるデータアイテムの一部を形成し、
　補償することができない場合、前記５０ｉのフォーマットの更なるデータアイテムの他
の部分を形成するように、前記現在の重要なシーンについてオーディオデータ又はビデオ
データを前記５０ｉのフォーマットで再びエンコードし、
　前記手段は、
　前記５０ｉのフォーマットの更なるデータアイテムを、前記オーディオ及びビデオデー
タストリーム又は前記オーディオ／ビデオデータストリームのコピーのデータフィールド
に組み込む、
ことを特徴とする装置。
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【請求項３】
　前記５０ｉのフォーマットの更なるデータアイテムについて、サブタイトルユニットが
前記ビデオ又はオーディオデータに揃えられる、
請求項１記載の方法、又は請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記カテゴリのタイプは、
　シーンカットが現在存在するか否か、
　オーディオ及びビデオのリップシンクが現在必要とされるか否かを含み、
　少なくとも１つのビデオに関連するタイプ及び少なくとも１つのビデオに関連するタイ
プは、
　現在のビデオコンテンツにおいて動きがあるか否か、
　非常に暗いシーン又は非常に明るいシーンが現在存在するか否か、
　音が現在存在するか否か、
　低いボリューム、又は聞くことのできる雑音、又はノンミュージック、又は一定の周波
数及びボリュームが現在存在するか否か、
　聞くことのできる雑音なしに調和音の現在の変化が存在するか否かを含む、
請求項１又は３記載の方法、並びに請求項２又は３記載の装置。
【請求項５】
　自動的に発見された候補となるリップシンクのシーンがリップシンクを実際に必要であ
るか否かを人間が確認する、
請求項４記載の方法又は装置。
【請求項６】
　動きのないシーンタイプで、できるだけ多数の静止画像のフィールドは、ビデオをオー
ディオと同期させるために繰り返され、
　消音されたシーンタイプで、できるだけ多数の消音されたオーディオフレームは、オー
ディオをビデオと同期させるためにコマ落ちされ、
　シーンカットのシーンタイプで、できるだけ多数の最初と最後のシーンカットのビデオ
フィールドは、オーディオとビデオを同期させるために繰り返される、
請求項１，３乃至５の何れか記載の方法、並びに請求項２乃至５の何れか記載の装置。
【請求項７】
　前記５０ｉのフォーマットの更なるデータアイテムは、動きのないシーンタイプ又は低
速の動きのシーンタイプで、ビデオフィールドは２４：１のプルダウンを使用することで
繰り返され、及び／又は低いボリュームのシーンで、２４のフレームおきにオーディオフ
レームがコマ落ちされる、
請求項１，３乃至６の何れか記載の方法、並びに請求項２乃至６の何れか記載の装置。
【請求項８】
　前記５０ｉのフォーマットの更なるデータアイテムは、ナビゲーションデータパケット
に挿入され、及び／又は前記オーディオ／ビデオデータストリームの.infoファイルに挿
入される、
請求項１，３乃至７の何れか記載の方法、並びに請求項２乃至７の何れか記載の装置。
【請求項９】
　請求項１，３乃至８の何れか記載の方法に従ってオーサリングされるオーディオ／ビデ
オデータストリームを含むか、該オーディオ／ビデオデータストリームを記録した記憶媒
体。
【請求項１０】
　請求項１，３乃至８の何れか記載の方法に従ってオーサリングされるオーディオ／ビデ
オデータストリーム。
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